
 

京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例第２条第２項第１号キの規定により，

以下の建築物を令和３年８月１２日付けで同条例の対象建築物として指定しましたので，

公告します。 

令和３年８月１７日 

    京都市長 門 川 大 作   

１ 建築物の名称 

  何有荘 草堂 

２ 建築物の所在地 

京都市左京区粟田口大日山町１０番１０，１０番１１，１０番１４及び１０番１５並

びに南禅寺福地町９番１，４５番，４５番１，４６番，６１番３，６２番４及び６２番

５ 

３ 建築物の概要 

 ⑴ 建築年代   １９１７年（大正６年）頃 

 ⑵ 構造     木造 

 ⑶ 階数     地上平屋建て 

                 （都市計画局建築指導部建築指導課） 


